
藤沢市告示第１４０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、

以下のものを指定し、及び次のとおり使用料の収納の事務を委託したので、同条

第２項の規定により告示する。 

 

 

２０２６年（令和８年）４月２７日 

藤沢市長 

鈴 木  恒 夫 

 

 

 

１ 指定及び委託を受けた者の名称及び住所 

    藤沢市大庭５４０６番地の４ 

ＮＰＯ法人 市民の図書館・ふじさわ 

 

２ 委託した公金に係る歳入等又は歳出 

     藤沢市図書館に関する条例第８条別表に規定する藤沢市南市民図書館使用料、

藤沢市辻堂市民図書館使用料及び藤沢市湘南大庭市民図書館使用料 

 

３ 指定をした日 

  ２０２６年（令和８年）４月 １日 

 

４ 委託をした日 

  ２０２６年（令和８年）４月 １日 

 

 

 


